
上
水
道
課 
☎（
55
）７
１
４
６

■

学
校
教
育
課 

☎（
55
）７
１
３
６

■

名
古
屋
空
港
総
合
案
内
所

☎
０
５
６
８（
28
）5
6
3
3

■

子
育
て
支
援
課 

☎（
55
）7
1
1
8

■

保
険
年
金
課 

☎（
55
）７
１
１
９

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０（
95
）０
１
７
８

■

▼
対
象
／
保
護
者
が
就
労
や
疾
病
、親
族
の

看
護
な
ど
の
理
由
で
、昼
間
家
庭
で
の
適
切

な
養
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
小
学
１

年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
の
児
童

※

各
児
童
館
な
ど
か
ら
の
帰
宅
時
お
よ
び
夏

休
み
な
ど
学
校
休
業
日
に
お
け
る
児
童
の
送

迎
は
、基
本
的
に
保
護
者
が
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

※

定
員
を
超
え
る
場
合
は
、選
考
基
準
に
よ

り
児
童
ク
ラ
ブ
の
登
録
を
決
定
し
ま
す
。

▼
閉
設
日
／
日
曜
日
、祝
日
、年
末
年
始

▼
開
設
時
間
／
授
業
終
了
後
か
ら
午
後
７
時

ま
で（
学
校
休
業
日
な
ど
は
、午
前
７
時
30
分

か
ら
午
後
７
時
ま
で
）

※

利
用
時
間
は
、就
業
時
間
に
通
勤
に
要
す

る
時
間
を
加
え
た
時
間（
最
長
午
後
７
時
ま

で
）

▼
申
請
方
法
／
12
月
２
日（
月
）か
ら
令
和
７

年
１
月
７
日（
火
）ま
で（
土
・
日
曜
日
、祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）に
次
の
書
類
を
、子
育
て

支
援
課
ま
た
は
各
支
所
、希
望
す
る
児
童
ク

ラ
ブ
実
施
施
設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
書

類
は
、11
月
21
日（
木
）か
ら
配
布
し
ま
す
。）

・
登
録
申
請
書

・
就
労
証
明
書

※

必
要
に
応
じ
て
、口
座
振
替
依
頼
書
・
児
童

ク
ラ
ブ
利
用
料
免
除
申
請
書（
児
童
扶
養
手

当
受
給
世
帯
・
生
活
保
護
受
給
世
帯
）を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

民
間
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、各
児
童
ク
ラ
ブ
に
直
接
申
し
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
新
入
学
学
用
品
費
の
入
学
前
支
給
／
令
和

７
年
度
に
愛
西
市
立
小
学
校
に
入
学
す
る
お

子
様
の
入
学
に
か
か
る
費
用
の
一
部（
５
万

７
千
60
円
）を
入
学
前
に
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象
者
／
令
和
７
年
度
愛
西
市
立
小
学
校

に
入
学
予
定
の
児
童
の
保
護
者
で
、同
一
生

計
世
帯
全
員
の
所
得
合
計
額
が
基
準
額
以
下

で
あ
る
方（「
所
得
基
準
の
目
安
」参
考
）

※

今
年
度
８
月
以
降
に
申
請
し
認
定
を
受
け

て
い
る
保
護
者 

（
現
在
、お
子
様
を
愛
西
市

立
小
中
学
校
に
就
学
さ
せ
て
い
る
保
護
者
で

就
学
援
助
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
）は
、今

回
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
受
付
期
間
／
12
月
２
日（
月
）〜
27
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分（
土・日
曜

日
は
除
く
）

▼
申
請
場
所
／
学
校
教
育
課
ま
た
は
各
支
所

▼
必
要
書
類
な
ど
／

①
申
請
書（
申
請
場
所
に
設
置
。市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

②
保
護
者
名
義
の
通
帳（
口
座
内
容
の
確
認

が
で
き
る
も
の
）

③
そ
の
他

・
愛
西
市
に
令
和
６
年
１
月
１
日
に
住
所
が

な
か
っ
た
同
一
生
計
世
帯
員
の
方
↓
令
和
６

年
度（
令
和
５
年
分
）課
税（
非
課
税
）証
明
書

・
対
象
児
童
の
住
所
が
愛
西
市
内
に
な
い
方

↓
対
象
児
童
を
含
む
世
帯
全
員
の
住
民
票

（
続
柄
等
全
部
記
載
の
も
の
）

・
そ
の
他
、状
況
に
よ
り
追
加
で
書
類
の
提

出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
認
定
お
よ
び
支
給
時
期
／

認
定
時
期…

令
和
７
年
２
月

支
給
時
期…

令
和
７
年
３
月

法
改
正
に
よ
り
、従
来
の
被
保
険
者
証
は

12
月
２
日
に
廃
止
さ
れ
、マ
イ
ナ
保
険
証（
保

険
証
利
用
登
録
が
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
）で
の
受
診
を
基
本
と
す
る
仕
組
み

に
移
行
し
ま
す
。た
だ
し
、現
在
発
行
し
て
い

る
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
証
は
、住
所
や
負
担
割
合
な
ど

に
変
更
が
な
い
か
ぎ
り
、令
和
７
年
７
月
31

日
ま
で
使
え
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い

方
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
保
険
情
報
を

登
録
さ
れ
て
い
な
い
方
に
は
、令
和
７
年
８

月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
資
格
確
認
書（
従

来
の
被
保
険
者
証
に
代
わ
る
も
の
）を
令
和

７
年
７
月
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

※

令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で
に
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
へ
移
行
す
る
場
合
な
ど
、有
効
期

限
が
異
な
る
方
に
つ
い
て
は
、随
時
資
格
確

認
書
を
交
付
し
ま
す
。

年
末
年
始
期
間
中
は
、空
港
駐
車
場
が
満

車
に
な
り
、駐
車
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。空
港
へ
お
越
し
の
際
は
、公
共
交
通
機

関
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

気
温
が
マ
イ
ナ
ス
４
℃
以
下
に
な
る
と
、

水
道
管
が
凍
り
、破
裂
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

特
に
次
の
よ
う
な
場
所
は
凍
り
や
す
い
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
水
道
管

・
北
向
き
に
あ
る
水
道
管

・
風
当
り
の
強
い
と
こ
ろ
に
あ
る
水
道
管

【
水
道
水
の
凍
結
を
防
ぐ
に
は
】

・
水
道
管
に
保
温
材
な
ど
を
巻
く

・
凍
結
し
た
ら
水
道
管
や
蛇
口
に
タ
オ
ル
な

ど
を
か
け
、ぬ
る
ま
湯
を
か
け
る

※

熱
湯
を
か
け
る
と
破
裂
す
る
危
険
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き
】

　
蛇
口
や
水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き
は
、水

道
メ
ー
タ
ー
付
近
の
止
水
栓
を
閉
め
、破
裂

し
た
部
分
に
布
か
テ
ー
プ
を
巻
き
つ
け
て
応

急
手
当
を
し
、指
定
給
水
工
事
事
業
者
へ
修

理
を
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

指
定
給
水
工
事
事
業
者
の
一
覧
は
、佐
織
・

八
開
地
区
の
方
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。立
田
・
佐
屋
地
区
の
方
は
、

海
部
南
部
水
道
企
業
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お知らせお知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/ 市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

★☆YYSクラブ北河田（諏訪幼稚園）
★☆児童クラブビボ（スタジオVIVO）

★児童クラブ れんこん村
（NPO法人れんこん村のわくわくネットワーク）

★☆ふれあい館児童クラブ
（NPO法人愛西児童老人ふれあい館）

佐屋第１・第２児童クラブ（佐屋児童館）
佐屋西児童クラブ（佐屋西児童館）
市江児童クラブ（市江児童館）
永和児童クラブ（永和児童館）
立田南部児童クラブ（立田南部子育て支援センター）
立田北部児童クラブ（立田北部子育て支援センター）
開治児童クラブ（開治子育て支援センター）
八輪児童クラブ（八輪子育て支援センター）
勝幡児童クラブ（勝幡児童館）
草平児童クラブ（草平児童館）
北河田児童クラブ（北河田児童館）
西川端児童クラブ（西川端児童館）

★は民間施設です。☆は日曜、祝日、年末年始以外に閉設日があります。施設にご確認ください。
　※YYSクラブ北河田は、諏訪幼稚園の卒園児、あるいは在園児・卒園児の兄姉のみとなります。

※原則として、利用料の日割り計算はしません。平常月の利用は月ごと、休業日等の利用は期間ごとの料金
　です。延長利用料は、午後６時30分から午後７時まで利用する場合に、通常利用料とは別に発生します。
※その他、施設によって間食（おやつ）代が必要な場合があります。
※YYSクラブ北河田は、休業日等の料金が異なります。施設にご確認ください。

児童クラブ（実施施設） 小学校区
◆募集クラブ（施設）

◆利用料

3,000円

12,000円

3,000円

3,000円

6,000円
（8月のみ9,000円）

区分

学年末休業日等のみ利用
（春休み3月）

冬季休業日等のみ利用
（冬休み）

夏季休業日等のみ利用
（夏休み）

学年始休業日等のみ利用
（春休み4月）

月々利用（月額）

通常利用料

2,000円

500円

2,500円

500円

500円

延長利用料

12月5日（木）

12月6日（金）

会議日

一般質問

一般質問

内容

12月定例会のクローバーＴＶによる議会放映の日程です。ぜひご覧ください。

議会12月定例会放映のお知らせ

12月12日（木）午前10時～・午後7時～

12月13日（金）午前10時～・午後7時～

クローバーTV放映日時（ﾁｬﾝﾈﾙ121）

議会事務局　☎（55）7141

佐屋小学校
佐屋西小学校
市江小学校
永和小学校
立田南部小学校
立田北部小学校
開治小学校
八輪小学校
勝幡小学校
草平小学校
北河田小学校
西川端小学校

北河田小学校
勝幡小学校

北河田小学校

佐屋小学校

※この表は目安であり家族の年齢や構成によって異なります。

所得基準の目安

世帯の人数

2人世帯
母30歳、子どもが小学1年生の場合

世帯の所得額
給与収入（年収）

1,799,000円
2,687,000円

2,354,000円
3,479,000円

2,887,000円
4,159,000円

3人世帯
父母30歳、子どもが小学1年生の場合

4人世帯
父母35歳、子どもが小学4年生、
1年生2人の場合

(佐織・八開地区)

(立田・佐屋地区)

広報あいさい 2024.12 10広報あいさい 2024.1211
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知
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暮
ら
し
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便
利

健
康
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ベ
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ー
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子
育
て
１
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２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録




